
の
ロ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(6)回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
要
す
る
状
態
及
び
算
定
上
限
日
数

(8)

別
表
第
九
に
掲
げ
る
状
態
及
び
日
数

休
日
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
提
供
体
制
加
算
の
施
設
基
準

(9)

休
日
を
含
め
、
週
七
日
間
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
で
き
る
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
の
注
３
に
規
定
す
る
費
用

(10)

別
表
第
九
の
三
に
掲
げ
る
費
用

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
の
注
３
の
除
外
薬
剤
・
注
射
薬

(11)

自
己
連
続
携
行
式
腹
膜
灌
流
用
灌
流
液
及
び
別
表
第
五
の
一
の
二
に
掲
げ
る
薬
剤
・
注
射
薬

か
ん

か
ん

体
制
強
化
加
算
の
施
設
基
準

(12)
イ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
経
験
を
有
す
る
専
従
の
常
勤
医
師

が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
入
院
患
者
の
退
院
に
係
る
調
整
（
以
下
「
退
院
調
整
」
と
い
う
。
）
を
行
う
に
つ

き
十
分
な
経
験
を
有
す
る
専
従
の
常
勤
社
会
福
祉
士
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
一

削
除

十
一
の
二

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準
等



五

股
関
節
又
は
膝
関
節
の
置
換
術
後
の
状
態
（
損
傷
後
一
か
月
以
内
に
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院

し
つ

料
の
算
定
が
開
始
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
算
定
開
始
日
数
控
除
対
象
入
院
料
等
を
算
定
す
る
患
者
に
対

し
て
、
一
日
六
単
位
以
上
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
提
供
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
日
数
を
こ
の
一
か
月
の
期
間

か
ら
三
十
日
を
限
度
と
し
て
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
）
（
算
定
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
以
内
）

別
表
第
九
の
二

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
要
す
る
状
態

一

脳
血
管
疾
患
、
脊
髄
損
傷
、
頭
部
外
傷
、
く
も
膜
下
出
血
の
シ
ャ
ン
ト
手
術
後
、
脳
腫
瘍
、
脳
炎
、
急
性
脳
症
、

脊
髄
炎
、
多
発
性
神
経
炎
、
多
発
性
硬
化
症
、
腕
神
経
叢
損
傷
等
の
発
症
後
若
し
く
は
手
術
後
の
状
態
又
は
義
肢

そ
う

装
着
訓
練
を
要
す
る
状
態

二

大
腿
骨
、
骨
盤
、
脊
椎
、
股
関
節
若
し
く
は
膝
関
節
の
骨
折
又
は
二
肢
以
上
の
多
発
骨
折
の
発
症
後
又
は
手
術

た
い

し
つ

後
の
状
態

三

外
科
手
術
又
は
肺
炎
等
の
治
療
時
の
安
静
に
よ
り
廃
用
症
候
群
を
有
し
て
お
り
、
手
術
後
又
は
発
症
後
の
状
態

四

大
腿
骨
、
骨
盤
、
脊
椎
、
股
関
節
又
は
膝
関
節
の
神
経
、
筋
又
は
靱
帯
損
傷
後
の
状
態

た
い

し
つ

じ
ん

五

股
関
節
又
は
膝
関
節
の
置
換
術
後
の
状
態

し
つ

別
表
第
九
の
三

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
に
お
け
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用

入
院
中
の
患
者
に
対
す
る
心
大
血
管
疾
患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、

廃
用
症
候
群
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
、
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
又
は
呼
吸
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料



で
あ
っ
て
一
日
に
つ
き
六
単
位
を
超
え
る
も
の
（
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
九
の
三
に
規
定
す
る
脳
血
管

疾
患
等
の
患
者
で
あ
っ
て
発
症
後
六
十
日
以
内
の
も
の
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
費
用
（
当
該
保
険
医

療
機
関
に
お
け
る
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
に
お
い
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
実
績
を
相
当
程
度

有
す
る
と
と
も
に
、
効
果
に
係
る
相
当
程
度
の
実
績
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
限
る
。
）

別
表
第
十

精
神
科
救
急
入
院
料
、
精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
及
び
精
神
科
救
急
・
合
併
症
入
院
料
の
対
象
患

者一

精
神
科
救
急
入
院
料
の
対
象
患
者

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の

(1)
規
定
に
よ
り
入
院
す
る
患
者

以
外
の
患
者
で
あ
っ
て
、
精
神
科
救
急
入
院
料
に
係
る
病
棟
に
入
院
す
る
前
三
月
間
に
お
い
て
保
険
医
療

(2)

(1)
機
関
（
当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医
療
機
関
を
含
む
。
）
の
精
神
病
棟
に
入
院
（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大

な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
四
十
二
条

第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
に
よ
る
入
院
（
以
下
「
医
療
観
察
法
入
院
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
を
し
た
こ
と
が
な
い
患
者

二

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
の
対
象
患
者

精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
に
入
院
す
る
前
三
月
間
に
お
い
て
保
険
医
療
機
関
（
当
該
病
棟
を
有
す
る
保
険
医

(1)


